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ニュー ４３００
商標権者 ジェイエス エーディーエル，エルエルシー
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事務所
代理人弁理士 稲葉 良幸
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事務所
代理人弁理士 田中 克郎

東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー２３階 ＴＭＩ総合法律
事務所
代理人弁理士 石田 昌彦

東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー２３階 ＴＭＩ総合法律
事務所
代理人弁理士 森本 久実

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目６０番７号
商標異議申立人 株式会社 ファイブ・フォックス

東京都港区虎ノ門１－１－２３ ウンピン虎ノ門ビル ミノル国際特許事務所内
代理人弁理士 安彦 元

東京都港区虎ノ門１－１－２３ ウンピン虎ノ門ビル７階 ミノル国際特許事務
所
代理人弁理士 駒崎 健

　登録第５７６６３１７号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについ
て，次のとおり決定する。

結　論
　登録第５７６６３１７号商標の指定商品中，第２０類「全指定商品」，第
２１類「台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除
く。），家庭用紙タオル用ディスペンサー，せっけん及びローション用ディ
スペンサー，せっけん入れ，歯ブラシホルダー，ちりかご」，第２４類「全
指定商品」及び第２５類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。

理　由
第１　本件商標
　本件登録第５７６６３１７号商標（以下「本件商標」という。）は，別掲
のとおりの構成よりなり，平成２６年７月２９日に登録出願，同２７年５月
１日に登録査定がされ，第２０類「枕，装飾用枕，クッション，家具，鏡，
額縁，衣服用ハンガー，引き出し用仕切り」，第２１類「台所用品（「ガス
湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），家庭用紙タオル用ディ
スペンサー，せっけん及びローション用ディスペンサー，せっけん入れ，陶
磁器製ティッシュボックス用カバー，歯ブラシホルダー，ちりかご」，第
２４類「敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，布製身の
回り品，食卓用リネン製品（紙製を除く。），シャワーカーテン，ふきん，



テーブル掛け」及び第２５類「被服，ベルト」を指定商品として，同年５月
２２日に設定登録されたものである。

第２　引用商標
　登録異議申立人（以下「申立人」という。）の引用する登録商標は，以下
の５件（以下，これらをまとめて「引用商標」という。）であり，いずれも
現に有効に存続しているものである。なお，以下に具体的に明示した商品及
び役務は，本件商標の指定商品と類似する引用商標の指定商品及び指定役務
である。
（１）登録第４７１１２６６号商標は，「ＡＲＴＩＳＡＮ」の欧文字を書し
てなり，平成１４年９月１８日に登録出願，第１４類「貴金属製食器類，貴
金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・
ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ」，第２０類「クッ
ション，座布団，まくら，マットレス，ストロー，盆（金属製のものを除
く。），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く。），額縁」，第
２１類「なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），
鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボック
ス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て
器，こし器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のもの
を除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナ
プキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃ
もじ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，
すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，は
し，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモン絞
り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，
湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，紙タオル取り出し用金属製箱，靴
脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，」，第２５類「被服，ガーター，靴下
止め，ズボンつり，バンド，ベルト」及び第２６類「腕止め」を含む，第９
類，第１４類，第２０類，第２１類，第２５類，第２６類，第２８類，第
３４類及び第３５類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品
及び指定役務として，同１５年９月１９日に設定登録され，その後，同２５
年９月１０日に第３５類を除いて商標権の存続期間の更新登録がされ，さら
に，商標登録の取消し審判により，指定商品中の第２８類「釣り具」につい
て取り消すべき旨の審決がされ，同２７年７月２日にその審決の確定登録が
されたものである。
（２）登録第４９８７９０９号商標は，「ＡＲＴＩＳＡＮ」の欧文字を書し
てなり，平成１８年３月１３日に登録出願，第２４類「布製身の回り品，
シャワーカーテン」を含む，第２４類に属する商標登録原簿に記載の商品を
指定商品として，同１８年９月１５日に設定登録されたものである。
（３）登録第５２７０６４７号商標は，「ＡＲＴＩＳＡＮ」の欧文字を書し
てなり，平成２０年１０月２９日に登録出願，第１４類「宝石箱」，第２６
類「腕止め」及び第３５類「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供」を含む，第１４類，第２６類及
び第３５類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定
役務として，同２１年１０月２日に設定登録され，その後，同２３年９月
２０日受付で指定商品及び指定役務中の第３５類「食用油脂の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について，放棄による一
部抹消の登録がされたものである。
（４）登録第５０３１５９１号商標は，「ＡＲＴＩＳＡＮ」の欧文字を書し
てなり，平成１８年３月１３日に登録出願，第２４類「かや，敷布，布団，
布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふき
ん，織物製いすカバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳」
を含む，第２４類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として，同
１９年３月９日に設定登録されたものである。
（５）登録第５１３６９３４号商標は，「ＡＲＴＩＳＡＮ」の欧文字を書し
てなり，平成１９年４月１日に登録出願，第３５類「織物及び寝具類の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，布製身の回り品・う
ちわ・せんす・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止



め・身飾品（「カフスボタン」を除く。）・衣服用き章（貴金属製のものを
除く。）・衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。）・衣服用バックル・衣
服用ブローチ・帯留・ボンネットピン（貴金属製のものを除く。）・ワッペ
ン・腕章・頭飾品・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュ
アセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入
れ・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひげ・つけ口ひ
げ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）・傘・つえ用金属製石突き・ス
テッキ・つえ・つえ金具・つえの柄の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供」を含む，第３５類に属する商標登録原簿に記載の
役務を指定役務として，同２０年６月６日に設定登録されたものである。

第３　登録異議の申立ての理由
　申立人は，結論同旨の決定を求め，登録異議の申立ての理由を要旨次のよ
うに述べ，証拠方法として甲第１号証ないし甲第５７号証を提出している。
１　商標法第４条第１項第１１号について
（１）本件商標について
　ア　「ＮＹ」の文字部分の識別力について
　本件商標は，「ＡＲＴＩＳＡＮ」の欧文字を横書きし，その右横に複数の
斜線を組み合わせてなるシンプルな図形を表示し，さらに当該図形の右横に
「ＮＹ」の欧文字を横書きしてなる商標である。
　本件商標中の「ＮＹ」の文字部分は，商品の品番などの記号・符号として
認識され得るものであり，自他商品識別力がないことは明らかである。
　また，我が国の国語辞典によると，「ＮＹ」というアルファベット２文字
は，米国のニューヨーク（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）を表す略語，記号として使用
される場合もある（甲８）。
　本件商標に接した取引者又は需要者が「ＮＹ」の文字部分から米国の
ニューヨークを想起，連想した場合であっても，ニューヨークは東京や大阪
等と同様に我が国で広く知られた地名であり，商品の産地や商品をデザイン
した場所として認識されるので，識別力が認められないという結論に差異は
ない。
　イ　「ＡＲＴＩＳＡＮ」の文字部分の分離観察について
　本件商標中の「ＡＲＴＩＳＡＮ」の語は「職人，職工，技工」といった意
味を有しており（甲１０），本件商標中の「ＡＲＴＩＳＡＮ」と「ＮＹ」の
文字部分は，その間に描かれている図形により，視覚上明瞭に区別される。
そして，「ＡＲＴＩＳＡＮ」と「ＮＹ」の文字部分を常に一連一体に称呼し
なければならない特別の事情も見当たらない。そうすると，本件商標中の
「ＡＲＴＩＳＡＮ」の文字部分は，「ＮＹ」の文字と分離して観察される。
　さらに，本件商標中の図形部分は，特定の明確な観念が生じないと考えら
れるので，当該図形部分と「ＡＲＴＩＳＡＮ」の文字部分を必ず一体的に観
察しなければならない理由も見当たらない。
　したがって，本件商標は「ＡＲＴＩＳＡＮ」の文字部分のみが分離観察さ
れ得るものである。
（２）本件商標と引用商標の類否について
　ア　外観の類否の検討
　本件商標は，別掲のとおり，一般的なゴシック体の欧文字と図形を組み合
わせてなり，そして，上記（１）のとおり，「ＡＲＴＩＳＡＮ」の文字部分
のみが分離観察される場合があると考えられる。
　他方，引用商標は，「ＡＲＴＩＳＡＮ」の欧文字をゴシック体で書してな
る商標であるから，外観において一定の類似性が認められる。
　イ　称呼の類否の検討
　本件商標は，分離観察される「ＡＲＴＩＳＡＮ」の文字部分から，「アル
チザン」や「アーティザン」といった称呼を生ずる。
　他方，「ＡＲＴＩＳＡＮ」の文字から成る引用商標も，「アルチザン」や
「アーティザン」といった称呼を自然に生じる。
　したがって，本件商標と引用商標は，「アルチザン」（アーティザン）の
称呼を共通にするため，称呼において類似する商標である。
　ウ　観念の類否の検討
　本件商標は，「ＡＲＴＩＳＡＮ」の文字部分から「職人」といった観念を
生じ，他方，引用商標もその構成文字に相応する「職人」の観念を自然に生
ずる。
　したがって，本件商標と引用商標は，「職人」の観念を共通にするため，



観念上も類似する商標である。
　エ　商標の類否
　以上より，本件商標と引用商標は，外観において一定の類似性が認めら
れ，また「アルチザン」（アーティザン）の称呼及び「職人」の観念を共通
にする類似商標である。
　オ　小活
　以上のとおり，本件商標と引用商標とは類似する商標であるので，本件商
標は，商標法第４条第１項第１１号に該当する。
２　商標法第４条第１項第１５号について
　申立人は，被服，かばん，靴等のアパレル製品を中心に，飲食料品や生活
用品・雑貨についても幅広く取り扱う大手アパレル企業である。
　申立人は，「ＡＲＴＩＳＡＮ」の商標を国内外において既に多数の商標を
出願・登録している（甲３３～３５）。
　申立人は，２００３年３月１日に，引用商標「ＡＲＴＩＳＡＮ」を店舗名
として使用した小売店の第１号店を小田急百貨店（新宿店　本館１階）に
オープンし，日本全国に計７５店舗を有する（甲３６～４９）。
　また，ダイレクトメール広告，ポスター広告，カタログ，新聞広告及び雑
誌広告に「ＡＲＴＩＳＡＮ」シリーズ商標の使用し，引用商標は
「ＡＲＴＩＳＡＮ　ＣＯＭＭＥＣＡ」等のサブブランド名称と共に２００２
年１２月から現在（２０１５年９月）に至るまで１２年以上にわたり継続的
に使用されている。
　申立人は，平成１７年度に約２０億円であった「ＡＲＴＩＳＡＮ」ブラン
ドの売上高は，平成２６年度には約３１億円に達している。
　以上のとおり，引用商標は申立人の商標として広く一般に知られている。
　したがって，本件商標がその指定商品に使用された場合，申立人の
「ＡＲＴＩＳＡＮ」ブランドの商品であるかのような出所混同を生ずるおそ
れがあることは明らかである。
　したがって，本件商標は，商標法第４条第１項第１５号に該当する。
３　結び
　以上より，本件商標は，商標法第４条第１項第１１号及び同項第１５号の
規定に該当する。

第４　本件商標の取消理由
１　審判長は，平成２７年１２月２５日付けで本件商標権者に対し，理由を
示して本件商標を取り消すべき旨の通知をした。その理由は，要旨次のとお
りである。
２　商標法第４条第１項第１１号該当性について
（１）本件商標
　本件商標は，別掲のとおりの構成よりなるものであって，外観上，図形部
分と「ＡＲＴＩＳＡＮ」と「ＮＹ」の文字部分の結びつき，及び当該両文字
部分の相互の結びつき，それを分離して観察することが取引上不自然である
と思われるほど不可分的に結合しているとまではいえないものである。
　そして，一般的には，欧文字の２字の標章が商品の品番・等級等を表示す
る記号・符号（以下「記号等」という。）として類型的に使用される実情が
あり，また，「ＮＹ」の語が，「アメリカ合衆国のニューヨーク州」（甲
８）を意味する略語として知られていることを考慮すれば，その構成中の
「ＮＹ」の欧文字部分は，これに接する取引者，需要者において，これを記
号等の一類型として把握し，又は，商品の産地・販売地等を表す語として認
識されるにとどまるものであって，自他商品の識別機能を有しないか，極め
て弱いといえるものである。
　そうすると，本件商標は，その構成中の「ＮＹ」の欧文字部分が商品の出
所識別標識としての機能を有しないか，極めて弱いといえるものであるか
ら，本件商標の構成中の「ＡＲＴＩＳＡＮ」の欧文字部分が，取引者，需要
者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき
である。
　よって，本件商標の「ＡＲＴＩＳＡＮ」の欧文字部分を抽出し，他人の商
標と比較することが許されるものである。
　したがって，本件商標は，その構成中の「ＡＲＴＩＳＡＮ」の欧文字部分
が独立して着目され得るものであり，当該欧文字部分から「アルチザン」の
称呼及び「職人，職工，技工」（甲１１）の観念を生じるものである。
（２）引用商標



　引用商標は，それぞれ「ＡＲＩＴＩＳＡＮ」の欧文字を書してなるもので
あるから，その構成文字に相応して，「アルチザン」の称呼及び「職人，職
工，技工」（甲１１）の観念を生ずるものである。
（３）本件商標と引用商標との類否
　本件商標と引用商標の類否について検討するに，外観については，本件商
標は，その構成中に，独立して自他役務の識別機能を果たす
「ＡＲＩＴＩＳＡＮ」の欧文字を有するものであり，引用商標は
「ＡＲＩＴＩＳＡＮ」の欧文字からなるものであるから，両商標は，
「ＡＲＩＴＩＳＡＮ」の欧文字において，外観上，互いに相紛らわしいもの
である。
　次に，称呼及び観念については，「アルチザン」の称呼及び「職人，職
工，技工」の観念を共通にする類似する商標である。
　そうとすると，本件商標と引用商標とは，外観，称呼及び観念において，
類似の商標と認められる。
（４）本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否につ
いて
　本件商標の指定商品中，第２０類「枕，装飾用枕，クッション，家具，
鏡，額縁，衣服用ハンガー，引き出し用仕切り」，第２１類「台所用品
（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），家庭用紙タオ
ル用ディスペンサー，せっけん及びローション用ディスペンサー，せっけん
入れ，歯ブラシホルダー，ちりかご」，第２４類「敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，毛布，布製身の回り品，食卓用リネン製品
（紙製を除く。），シャワーカーテン，ふきん，テーブル掛け」及び第２５
類「被服，ベルト」と，上記２に具体的に商品及び役務を明示した引用商標
の指定商品及び指定役務とは，同一又は類似するものである。
３　まとめ
　したがって，本件商標は，上記の指定商品については，商標法第４条第１
項第１１号に該当し，これに違反して登録されたものといわなければならな
い。

第５　商標権者の意見
　審判長は，上記第４の取消理由に対して，期間を指定して意見書を提出す
る機会を与えたが，商標権者は，何ら意見を述べていない。

第６　当審の判断
　本件商標についてした上記第４の取消理由は，妥当なものと認められるも
のである。
　したがって，本件商標は，その指定商品中「結論掲記の指定商品」につい
て，商標法第４条第１項第１１号に違反してされたものであるから，その余
の登録異議の申立ての理由について判断するまでもなく，同法第４３条の３
第２項により，その登録を取り消すべきものである。
　よって，結論のとおり決定する。

平成２８年　５月３０日

　　審判長　　特許庁審判官 田中 幸一
特許庁審判官 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明

別掲　本件商標

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この決定に対する訴えは，この決定の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は，その日数を附加します。）以内に，特許庁長官を
被告として，提起することができます。　　　　　　　　　　　　　　　　
　（この書面において著作物の複製をしている場合のご注意）　　　　　　
　　特許庁は，著作権法第４２条第２項第１号（裁判手続等における複製）



の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては，著作権侵害
とならないよう十分にご注意ください。

〔決定分類〕Ｔ１６５２．２６１－Ｚ　　（Ｗ２０２１２４２５）
２６２
２６３

審判長　　　特許庁審判官 田中　幸一 7946
　　　　　　特許庁審判官 田村　正明 7949
　　　　　　特許庁審判官 早川　文宏 7954


